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(57)【要約】
【課題】リテーナがハウジングから離脱するのを確実に
防止する。
【解決手段】ハウジング１０は、リテーナ３０の移動方
向と略直角な離脱規制面１７Ｆと、リテーナ３０の移動
方向に対して傾斜してリテーナ３０の組付け方向におい
て離脱規制面１７Ｆより前方に配された前後一対のテー
パ面１６Ｆ，１６Ｒとを有する。リテーナ３０は、仮係
止位置にある状態で後側のテーパ面１６Ｒと離脱規制面
１７Ｆとの間に嵌合する係止部４０を有する。係止部４
０は、ハウジング１０に対する組付け方向前方を向いた
前側係止面４０Ｆと、ハウジング１０に対する移動方向
と略直角な面であってハウジング１０に対する組付け方
向後方を向いた後側係止面４０Ｒとを有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　後方から端子金具が挿入されるハウジングと、
　前記ハウジングに対し、前記端子金具の挿入方向と交差する方向に組み付けられたリテ
ーナとを備えており、
　前記リテーナは、前記ハウジングに対する端子金具の挿入・抜取りを許容する仮係止位
置と、前記仮係止位置よりも組付け方向前方の位置であって前記端子金具に係止して前記
端子金具を抜止めする本係止位置との間で移動可能となっているコネクタにおいて、
　前記ハウジングには、
　前記リテーナの移動方向と略直角な離脱規制面と、
　前記リテーナの移動方向に対して傾斜した形態であって前記リテーナの組付け方向にお
いて前記離脱規制面よりも前方の位置に配された前後一対のテーパ面とが形成され、
　前記リテーナには、前記ハウジングに対する組付け方向と同方向へ片持ち状に延出した
形態であって弾性撓み可能な保持壁が形成され、
　前記保持壁における前記ハウジングとの対向面には、前記リテーナが仮係止位置にある
状態で後側の前記テーパ面と前記離脱規制面との間に嵌合される係止部が形成され、
　前記係止部には、
　前記ハウジングに対する組付け方向前方を向いた前側係止面と、
　前記ハウジングに対する移動方向と略直角な面であって前記ハウジングに対する組付け
方向後方を向いた後側係止面とが形成されていることを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　前記ハウジングには、
　前記一対のテーパ面を有する第１突部と、
　前記リテーナの組付け方向前側の面が前記離脱規制面として機能する第２突部とが形成
され、
　前記保持壁には、前記係止部よりも前記リテーナの移動方向前方に位置し、前記リテー
ナを前記ハウジングに組み付ける過程で前記第２突部を乗り越えるためのガイド斜面が形
成されたガイド部が形成され、
　前記ガイド部と前記係止部との間には、前記リテーナが仮係止位置にある状態で前記第
１突部を嵌合させる係止凹部が形成されていることを特徴とする請求項１記載のコネクタ
。
【請求項３】
　前記リテーナの移動方向における前記係止凹部の幅寸法は、前記第２突部の幅寸法より
も小さい寸法とされていることを特徴とする請求項２記載のコネクタ。
【請求項４】
　前記第２突部における前記離脱規制面とは反対側の面と前記リテーナとの間には、前記
リテーナが本係止位置にある状態で、前記リテーナを本係止位置から仮係止位置へ移動さ
せるための治具の進入を許容する操作空間が形成されていることを特徴とする請求項２又
は請求項３に記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、後方からハウジング内に端子金具を挿入し、ハウジングに対し端子金
具の挿入方向と交差する方向からリテーナを組付け、このリテーナを端子金具に係止させ
ることにより、端子金具を抜止めするようにしたコネクタが開示されている。ハウジング
に端子金具を挿入する際には、ハウジングに対する端子金具の挿抜を許容する仮係止位置
へリテーナを退避させておく。そして、端子金具をハウジングに挿入し終えたら、リテー
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ナを、本係止位置へ移動させて端子金具に係止させ、この係止作用により端子金具を抜止
めする。
【０００３】
　リテーナを仮係止位置又は本係止位置に保持する手段として、リテーナには、ハウジン
グに対する組付け方向に沿って延びる保持壁が形成されており、保持壁におけるハウジン
グの外面との対向面には、仮係止凹部と本係止凹部が、ハウジングに対するリテーナの組
付け方向に離間して形成されている。一方の半割体の外面には係止部が形成されている。
仮係止凹部を係止部に係止させると、リテーナは仮係止位置に保持され、本係止凹部を係
止部に係止させると、リテーナは本係止位置に保持される。また、リテーナが仮係止位置
と本係止位置との間で移動する際には、保持壁がキャビティの外面から離間かる方向へ弾
性撓みすることにより、凹部が係止部から解離する。
【特許文献１】特開２０００－２５２０００公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来のコネクタでは、リテーナを仮係止位置と本係止位置に保持する手段として、
リテーナ側に２つの凹部を形成するのに対し、ハウジング側には１つの係止部を形成し、
このハウジング側の係止部が、リテーナを仮係止位置に保持する手段と、リテーナを本係
止位置に保持する手段とを兼ねるようにしている。具体的には、係止部は互いに反対方向
を向いた２つの係止面を有しているのであるが、一方の係止面は、仮係止位置にあるリテ
ーナがハウジングから離脱する方向（つまり、本係止位置に向かう方向とは反対の方向）
へ移動するのを規制する機能と、本係止位置にあるリテーナが仮係止位置側へ移動するの
を規制する機能とを兼ね備た兼用係止面となっている。
【０００５】
　メンテナンス等のために端子金具をハウジングから抜き止る際には、リテーナを本係止
位置から仮係止位置へ移動させる必要があるが、このとき、保持壁が弾性撓みして凹部が
係止部から支障なく解離させるために、上記兼用係止面は、リテーナの移動方向に対して
傾斜させている。
【０００６】
　ところが、兼用係止面を傾斜面にすることは、仮係止位置にあるリテーナがハウジング
から離脱するのを規制する機能が低下することを意味する。そのため、リテーナを本係止
位置から仮係止位置へ移動させたときに、勢い余ってリテーナが仮係止位置を通過してハ
ウジングから離脱してしまう虞がある。
【０００７】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、リテーナがハウジング
から離脱するのを確実に防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するための手段として、請求項１の発明は、後方から端子金具が挿入
されるハウジングと、前記ハウジングに対し、前記端子金具の挿入方向と交差する方向に
組み付けられたリテーナとを備えており、前記リテーナは、前記ハウジングに対する端子
金具の挿入・抜取りを許容する仮係止位置と、前記仮係止位置よりも組付け方向前方の位
置であって前記端子金具に係止して前記端子金具を抜止めする本係止位置との間で移動可
能となっているコネクタにおいて、前記ハウジングには、前記リテーナの移動方向と略直
角な離脱規制面と、前記リテーナの移動方向に対して傾斜した形態であって前記リテーナ
の組付け方向において前記離脱規制面よりも前方の位置に配された前後一対のテーパ面と
が形成され、前記リテーナには、前記ハウジングに対する組付け方向と同方向へ片持ち状
に延出した形態であって弾性撓み可能な保持壁が形成され、前記保持壁における前記ハウ
ジングとの対向面には、前記リテーナが仮係止位置にある状態で後側の前記テーパ面と前
記離脱規制面との間に嵌合される係止部が形成され、前記係止部には、前記ハウジングに
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対する組付け方向前方を向いた前側係止面と、前記ハウジングに対する移動方向と略直角
な面であって前記ハウジングに対する組付け方向後方を向いた後側係止面とが形成されて
いるところに特徴を有する。
【０００９】
　請求項２の発明は、請求項１に記載のものにおいて、前記ハウジングには、前記一対の
テーパ面を有する第１突部と、前記リテーナの組付け方向前側の面が前記離脱規制面とし
て機能する第２突部とが形成され、前記保持壁には、前記係止部よりも前記リテーナの移
動方向前方に位置し、前記リテーナを前記ハウジングに組み付ける過程で前記第２突部を
乗り越えるためのガイド斜面が形成されたガイド部が形成され、前記ガイド部と前記係止
部との間には、前記リテーナが仮係止位置にある状態で前記第１突部を嵌合させる係止凹
部が形成されているところに特徴を有する。
【００１０】
　請求項３の発明は、請求項２に記載のものにおいて、前記リテーナの移動方向における
前記係止凹部の幅寸法は、前記第２突部の幅寸法よりも小さい寸法とされているところに
特徴を有する。
【００１１】
　請求項４の発明は、請求項２又は請求項３に記載のものにおいて、前記第２突部におけ
る前記離脱規制面とは反対側の面と前記リテーナとの間には、前記リテーナが本係止位置
にある状態で、前記リテーナを本係止位置から仮係止位置へ移動させるための治具の進入
を許容する操作空間が形成されているところに特徴を有する。
【発明の効果】
【００１２】
　＜請求項１の発明＞
　仮係止位置にあるリテーナは、前側係止面が後側のテーパ面に当接することにより本係
止位置側への移動を規制されるとともに、後側係止面が離脱規制面に当接することにより
ハウジングから離脱する方向への移動を規制される。離脱規制面と後側係止面は、いずれ
も、リテーナの移動方向に対して略直角な面であるから、リテーナがハウジングから離脱
することを確実に防止できる。
【００１３】
　また、後側のテーパ面はリテーナの移動方向に対して傾斜しているので、リテーナに本
係止位置側への移動力を付与すれば、前側係止面が後側のテーパ面上を摺接しながら保持
壁が弾性撓みし、これにより、リテーナは本係止位置へ移動する。本係止位置に移動した
リテーナは、後側係止面と前側のテーパ面との係止により、仮係止位置側への戻りが規制
され、本係止位置に保持される。
【００１４】
　また、前側のテーパ面はリテーナの移動方向に対して傾斜しているので、本係止位置の
リテーナに仮係止位置側への移動力を付与すれば、後側係止面が前側のテーパ面上を摺接
しながら保持壁が弾性撓みし、これにより、リテーナは仮係止位置へ移動する。
【００１５】
　＜請求項２の発明＞
　リテーナをハウジングに組み付ける際には、保持壁が弾性撓みしながら係止部が第２突
部を乗り越えるのであるが、このとき、ガイド斜面が第２突部に摺接することにより、保
持壁を支障なく弾性撓みさせることができる。そして、リテーナが仮係止位置に到達する
と、係止凹部が第１突部に嵌合することにより、保持壁が弾性復帰し、もって、リテーナ
が仮係止位置に保持された状態となる。
【００１６】
　リテーナの組付け時に保持壁を弾性撓みさせる際には、ガイド斜面が、リテーナの組付
け方向において係止部よりも前方の位置、即ち保持壁の基端部（弾性撓みの支点）から遠
い位置に配置されている。したがって、係止部に形成したガイド斜面を第２突部に摺接さ
せた構造のものに比べると、保持壁が弾性撓みし易くなっている。
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【００１７】
　＜請求項３の発明＞
　リテーナを組み付けて仮係止位置へ到達させるためには、第２突部を通過したガイド部
が、引き続いて第１突部を通過し、さらには係止部も第２突部を通過しなければならない
。このとき、ガイド部と係止部との間の係止凹部が第２突部に嵌合し、その結果、リテー
ナが仮係止位置に到達する前に、リテーナの組付け動作が規制されてしまうことが懸念さ
れる。
【００１８】
　しかし、本発明では、係止凹部の幅を第２突部の幅よりも小さい寸法としているので、
ガイド部が第２突部を通過した時点で、係止部の一部が第２突部に乗り上がった状態とな
る。したがって、係止凹部が第２突部に嵌合することがなく、リテーナは支障なく仮係止
位置に到達することができる。
【００１９】
　＜請求項４の発明＞
　操作空間に治具を進入させることにより、リテーナを本係止位置から仮係止位置へ移動
させることができる。このときの第２突部における治具の当接領域は、離脱規制面とは反
対側であって、リテーナの係止部は当接しない面であるから、仮に治具によって第２突部
の表面が傷付けられたとしても、第２突部と係止部との係止作用に支障を来すことはない
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　＜実施形態１＞
　以下、本発明を具体化した実施形態１を図１乃至図１２を参照して説明する。本実施形
態のコネクタは、ハウジング１０、ハウジング１０内に挿入される複数の端子金具２０と
、ハウジング１０に組み付けられるリテーナ３０とを備えて構成されている。
【００２１】
　ハウジング１０は、合成樹脂製であり、内部にはハウジング１０を前後方向に貫通する
複数のキャビティ１１が形成されている。キャビティ１１の後端は端子金具２０を挿入す
るための入口として大きく開口し、キャビティ１１の前端は、図示しない相手側端子のタ
ブを進入させるためのタブ進入口１２として小さく開口している。
【００２２】
　ハウジング１０の下面壁には、その外面（下面）からキャビティ１１内に連通する端子
受け部１３が、各キャビティ１１と対応するように形成されている。下面壁における端子
受け部１３よりも後方の位置には、下面壁の外面（下面）からキャビティ１１内に連通す
る連通溝１４が、左右方向（ハウジング１０に対する端子金具２０の挿入方向と直角に交
差する方向）に延びるように形成されている。同じく下面壁の下面における端子受け部１
３よりも前方の位置には、連通溝１４と平行なガイド面１５が形成されている。
【００２３】
　端子金具２０は、全体として前後方向に細長く、端子金具２０の前端側部分は角筒状の
端子接続部２１となっている。端子金具２０の後端側部分はオープンバレル状の圧着部２
２となっており、この圧着部２２には電線２３の前端部が圧着により接続されている。端
子接続部２１の下面板には、その一部を斜め下後方へ延出するように切り起こした形態の
ランス２４が形成されている。また、端子接続部２１は、前方から相手側端子のタブ（図
示せず）を進入させることにより電気的に接続されるようになっている。端子接続部２１
の後端の下縁部は、リテーナ３０の抜止部３６を係止させるための係止段部２５となって
いる。
【００２４】
　リテーナ３０は、合成樹脂製であり、前面壁３１と、側面壁３２と、上面壁３３と、保
持壁３４とを一体に形成した形態である。側面壁３２は、正面から見て前面壁３１の右側
の側縁に略直角に連なって、前面壁３１から後方へ延出している。上面壁３３は、前面壁
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３１の上縁に対して直角に連なるとともに、側面壁３２の上縁にも連なっている。保持壁
３４は、前面壁３１の上縁に対して略直角に連なっているとともに、側面壁３２の上縁に
も連なっている。上面壁３３と保持壁３４は略平行をなす。つまり、リテーナ３０は、側
面壁３２とは反対側の側面及び後面に開口する箱状をなしている。
【００２５】
　かかるリテーナ３０は、ハウジング１０に対して側方（図２，４，６における右方）か
ら組み付けられる。組み付けられた状態では、上面壁３３はハウジング１０の上面に重な
り、保持壁３４はハウジング１０の下面に重なり、前面壁３１はハウジング１０の前端面
に重なる。つまり、ハウジング１０は上面壁３３と保持壁３４により上下に挟まれた状態
となる。ハウジング１０に組み付けられたリテーナ３０は、仮係止位置と本係止位置のい
ずれかに保持されるとともに、仮係止位置と本係止位置との間で左右方向（つまり、ハウ
ジング１０に対するリテーナ３０の組付方向と平行な方向）に移動し得るようになってい
る。本係止位置は、仮係止位置よりもリテーナ３０の組付け方向前方に位置する。
【００２６】
　移動時にリテーナ３０を案内する手段として、リテーナ３０の保持壁３４には、ハウジ
ング１０の下面のガイド面１５に摺動可能なガイドリブ３５が形成されている。また、保
持壁３４の後端部には、連通溝１４内に嵌入される抜止部３６が突出形成されている。さ
らに、前面壁３１には、キャビティ１１のタブ進入口１２と対応するガイド孔３７が形成
されている。
【００２７】
　キャビティ１１に端子金具２０を挿入する際には、図２に示すように、リテーナ３０は
仮係止位置に保持される。仮係止位置では、抜止部３６は端子金具２０の挿入経路外へ退
避しているので、端子金具２０の挿入動作が支障なく行われる。端子金具２０が正規位置
まで挿入されると、ランス２４と端子受け部１３との係止作用により、端子金具２０を抜
止めする機能が発揮される。端子金具２０を挿入した後は、リテーナ３０を本係止位置へ
押し込む。すると、抜止部３６が端子金具２０の係止段部２５に係止し、この係止作用に
より、端子金具２０を抜止めする機能が発揮される。このように、ランス２４と端子受け
部１３との係止及び抜止部３６と係止段部２５との係止とによる二重係止作用により、端
子金具２０が確実に抜止め状態に保持される。また、端子金具２０をハウジング１０から
抜き取る際には、リテーナ３０を本係止位置から仮係止位置へ移動させ、抜止部３６を係
止段部２５から解離させればよい。
【００２８】
　次に、リテーナ３０を仮係止位置と本係止位置に保持する手段を説明する。図２，４，
６，７に示すように、ハウジング１０の下面には、左右方向に間隔を空けて第１突部１６
と第２突部１７が形成されている。第１突部１６は、正面から見て山形（略三角形）をな
しており、左右一対のテーパ面１６Ｆ，１６Ｒを有している。ハウジング１０に対するリ
テーナ３０の組付方向において前方（正面から見て左側）に位置するテーパ面は、前側テ
ーパ面１６Ｆとなっている。ハウジング１０に対するリテーナ３０の組付方向における後
方に位置するテーパ面は、後側テーパ面１６Ｒとなっている。この前後両テーパ面１６Ｆ
，１６Ｒは、いずれも、リテーナ３０のハウジング１０への組付方向に対して傾斜してい
る。
【００２９】
　第２突部１７は、リテーナ３０の組付方向において第１突部１６よりも後方に位置して
おり、正面から見ると方形をなしている。第２突部１７の側面のうち、リテーナ３０の組
付方向前方を向いた前側の側面は、離脱規制面１７Ｆとなっている。この離脱規制面１７
Ｆは、リテーナ３０の組付方向に対して直角な面となっている。第２突部１７の側面のう
ち、リテーナ３０の組付方向後方を向いた後側の側面は、治具当て面１７Ｒとなっている
。
【００３０】
　図２及び図４に示すように、リテーナ３０の保持壁３４には、その前面壁３１の後面に
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沿って係止凹部３８と逃がし凹部３９が、左右方向に間隔を空けて形成されている。係止
凹部３８は、リテーナ３０の組付方向において逃がし凹部３９よりも前方に位置する。こ
れらの凹部３８，３９は、いずれも、保持壁３４の内面（上面）から外面（下面）へ貫通
しており、両凹部３８，３９の間の部分は係止部４０となっている。
【００３１】
　この係止部４０の左右両側面のうちリテーナ３０の組付方向前方を向いた前側の側面は
、前側係止面４０Ｆとなっており、リテーナ３０の組付方向後方を向いた後側の側面は後
側係止面４０Ｒとなっている。この両係止面４０Ｆ，４０Ｒは、いずれも、リテーナ３０
の組付方向に対して直角な面となっている。
【００３２】
　また、係止凹部３８の左右方向（リテーナ３０の組付方向と平行な方向）の幅寸法は、
第１突部１６の最大幅寸法と同じか僅かに大きい寸法であり、且つ第２突部１７の幅寸法
よりも小さい寸法となっている。
【００３３】
　また、保持壁３４のうち両凹部３８，３９よりも延出端側の部分は、ガイド部４１とな
っている。このガイド部４１のうち係止凹部３８とは反対側の面（リテーナ３０の組付方
向前方を向いた面）は、リテーナ３０の組付方向に対して傾斜したガイド斜面４２となっ
ている。さらに、逃がし凹部３９の内側面のうち側面壁３２の近い側の内側面は、治具受
け面４３となっている。
【００３４】
　リテーナ３０をハウジング１０に組み付ける過程では、ガイド斜面４２が第２突部１７
と干渉することにより、保持壁３４が下方へ弾性撓みして、ガイド部４１が第２突部１７
に乗り上がってその下面に摺接する。リテーナ３０の組付けが進むと、ガイド部４１が第
２突部１７を通過し終わり、係止凹部３８が第２突部１７と対応する。ここで、係止凹部
３８の幅寸法は第２突部１７の幅寸法よりも狭いことから、ガイド部４１が第２突部１７
を通過し終わった時点では、係止部４０の一部が第２突部１７と対応しており、これによ
り、係止凹部３８は第２突部１７と嵌合することもなく、ガイド部４１が第１突部１６と
第２突部１７との間に落ち込むこともない。この後、リテーナ３０の組付が進むのに伴い
、係止部４０が第２突部１７の下面に摺接する。
【００３５】
　そして、リテーナ３０が仮係止位置に到達すると、係止部４０が第２突部１７を通過し
終わるので、保持壁３４が弾性復帰し、図２に示すように、係止部４０が第１突部１６と
第２突部１７との間に嵌合するとともに、第１突部１６が係止凹部３８に嵌合する。この
状態では、リテーナ３０は、後側係止面４０Ｒが離脱規制面１７Ｆに係止（面当たり状に
当接）することにより、ハウジング１０から離脱する方向（本係止位置に移動する方向と
は反対方向）へ移動することを規制されるとともに、前側係止面４０Ｆが後側テーパ面１
６Ｒに係止（当接）することにより、本係止位置側への移動を規制される。これらの係止
作用により、リテーナ３０は仮係止位置に保持される。尚、ガイド部４１が第１突部１６
に当接することによっても、リテーナ３０がハウジング１０から離脱するのを規制する機
能が発揮される。
【００３６】
　リテーナ３０が仮係止位置に保持されている状態で、リテーナ３０の側面壁３２を押し
て前側係止面４０Ｆと後側テーパ面１６Ｒとの係止力を上回る押圧力をリテーナ３０に付
与すると、保持壁３４が弾性撓みしながら前側係止面４０Ｆが後側テーパ面１６Ｒ上を摺
接し、係止部４０が第１突部１６に乗り上がり、リテーナ３０が本係止位置側への移動を
開始する。そして、リテーナ３０が本係止位置に到達すると、係止部４０が第１突部１６
を通過し終わるので、保持壁３４が弾性復帰し、図４に示すように、係止部４０の後側係
止面４０Ｒが第１突部１６の前側テーパ面１６Ｆに係止（当接）し、リテーナ３０は仮係
止位置側への移動を規制される。また、側面壁３２がハウジング１０の外側面に当接する
ことにより、リテーナ３０は前止まりされる。以上により、リテーナ３０は本係止位置に
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保持される。
【００３７】
　リテーナ３０が本係止位置にある状態では、逃がし凹部３９うち第２突部１７の治具当
て面１７Ｒと逃がし凹部３９の治具受け面４３との間の領域が、リテーナ３０の下方へ開
放された操作空間４４として確保される。この操作空間４４に差し込んだ細長い治具（図
示せず）を、治具当て面１７Ｒと治具受け面４３に当接させてこじるようにすると、リテ
ーナ３０に対して仮係止位置側への押圧力を付与することができる。
【００３８】
　この治具の操作により、後側係止面４０Ｒと前側テーパ面１６Ｆとの係止力を上回る押
圧力をリテーナ３０に付与すると、保持壁３４が弾性撓みしながら、後側係止面４０Ｒが
前側テーパ面１６Ｆ上を摺接し、係止部４０が第１突部１６に乗り上がり、リテーナ３０
が仮係止位置側への移動を開始する。そして、リテーナ３０が仮係止位置に到達すると、
係止部４０が第１突部１６を通過し終わるので、保持壁３４が弾性復帰し、係止部４０が
第１突部１６と第２突部１７との間に嵌合するとともに、第１突部１６に係止凹部３８が
嵌合する。そして、後側係止面４０Ｒと離脱規制面１７Ｆとの係止、及び前側係止面４０
Ｆと後側テーパ面１６Ｒとの係止により、リテーナ３０は仮係止位置に保持される。
【００３９】
　本実施形態においては、仮係止位置にあるリテーナ３０は、前側係止面４０Ｆと後側テ
ーパ面１６Ｒとの係止作用により本係止位置側への移動を規制されるとともに、後側係止
面４０Ｒが離脱規制面１７Ｆに係止することによりハウジング１０から離脱する方向への
移動を規制されるのであるが、離脱規制面１７Ｆと後側係止面４０Ｒは、いずれも、リテ
ーナ３０の移動方向に対して略直角な面であるから、リテーナ３０がハウジング１０から
離脱するのを確実に防止できる。
【００４０】
　また、リテーナ３０の組付け時に保持壁３４を弾性撓みさせる際には、保持壁３４の弾
性撓みを助勢するガイド斜面４２が、リテーナ３０の組付け方向において係止部４０より
も前方の位置、即ち保持壁３４の基端部（弾性撓みの支点）から遠い位置に配置されてい
る。したがって、係止部に形成したガイド斜面を第２突部１７に摺接させた構造のものに
比べると、保持壁３４が弾性撓みし易くなっている。
【００４１】
　また、リテーナ３０を組み付ける過程で仮係止位置まで到達させるためには、第２突部
１７を通過したガイド部４１が、引き続いて第１突部１６を通過し、さらには係止部４０
も第２突部１７を通過しなければならない。このとき、ガイド部４１と係止部４０との間
の係止凹部３８が第２突部１７に嵌合し、その結果、リテーナ３０が仮係止位置に到達す
る前に、リテーナ３０の組付け動作が規制されてしまうことが懸念される。
【００４２】
　しかし、本実施形態では、係止凹部３８の幅を第２突部１７の幅よりも小さい寸法とし
ているので、ガイド部４１が第２突部１７を通過した時点で、係止部４０の一部が第２突
部１７に乗り上がった状態となる。したがって、係止凹部３８が第２突部１７に嵌合する
ことがなく、リテーナ３０は支障なく仮係止位置に到達することができる。
【００４３】
　また、第２突部１７における離脱規制面１７Ｆとは反対側の治具当て面１７Ｒとリテー
ナ３０の治具受け面４３との間には、リテーナ３０が本係止位置にある状態で、リテーナ
３０を本係止位置から仮係止位置へ移動させるための治具の進入を許容する操作空間４４
が形成されている。そして、この操作空間４４に治具を進入させることにより、リテーナ
３０を本係止位置から仮係止位置へ移動させることができるようになっている。ここで、
第２突部１７における治具の当接領域は、離脱規制面１７Ｆとは反対側であって、リテー
ナ３０の係止部４０は当接しない治具当て面１７Ｒであるから、仮に治具によってこの治
具当て面１７Ｒが傷付けられたとしても、離脱規制面１７Ｆと後側係止面４０Ｒとの係止
作用に支障を来すことはない。
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【００４４】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施態様も本発明の技術的範囲に含まれる。
【００４５】
　（１）上記実施形態ではハウジングの外面に第２突部を突出形成し、この第２突部の一
部を離脱規制面としたが、ハウジングの外面に段差部を形成し、この段差部の一部を離脱
規制面としてもよい。
【００４６】
　（２）上記実施形態では離脱規制面をリテーナの移動方向と直角な面としたが、離脱規
制面は、リテーナの移動方向に対して直角に近い角度の面であってもよい。この場合、離
脱規制面は、ハウジングの外面（即ち、リテーナの移動方向と平行な面）に対して鋭角の
オーバーハング状をなしていてもよい。
【００４７】
　（３）上記実施形態では後側係止面をリテーナの移動方向（ハウジングに対する組付け
方向）と直角な面としたが、後側係止面は、リテーナの移動方向に対して直角に近い角度
の面であってもよい。この場合、後側係止面は保持壁におけるハウジングとの対向面（リ
テーナの移動方向と平行な面）に対して鋭角のオーバーハング状をなしていてもよい。
【００４８】
　（４）上記実施形態では離脱規制面と後側係止面とが互いに平行をなして面当たりする
ようにしたが、離脱規制面と後側係止面は僅かに異なる角度であってもよい。
【００４９】
　（５）上記実施形態ではリテーナの前側係止面を、リテーナの移動方向に対して略直角
な面としたが、前側係止面は、リテーナの移動方向に対して傾斜した面であってもよい。
この場合、前側係止面と後側のテーパ面とを平行な面としてもよい。
【００５０】
　（６）上記実施形態では保持壁から係止部とは別にガイド部を形成し、このガイド部に
ガイド斜面を形成したが、ガイド部を形成せず、係止部の前側係止面を、リテーナの移動
方向に対して傾斜させることにより、ガイド斜面として兼用させてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】実施形態１においてリテーナが仮係止位置にある状態の平面図
【図２】図１のＸ－Ｘ線断面図
【図３】リテーナが本係止位置にある状態の平面図
【図４】図３のＹ－Ｙ線断面図
【図５】図３のＺ－Ｚ線断面図
【図６】ハウジングの正面図
【図７】ハウジングの底面図
【図８】リテーナの正面図
【図９】リテーナの背面図
【図１０】リテーナの側面図
【図１１】リテーナの平面図
【図１２】リテーナの底面図
【符号の説明】
【００５２】
　１０…ハウジング
　１６…第１突部
　１６Ｆ…前側テーパ面
　１６Ｒ…後側テーパ面
　１７…第２突部
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　１７Ｆ…離脱規制面
　２０…端子金具
　３０…リテーナ
　３４…保持壁
　３８…係止凹部
　４０…係止部
　４０Ｆ…前側係止面
　４０Ｒ…後側係止面
　４１…ガイド部
　４２…ガイド斜面
　４３…操作空間

【図１】 【図２】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】
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